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はじめに       

 介護支援専門員の仕事内容が単な る ケアプラ ン作成に と ど ま ら ない こ と は 、 本誌読者の

皆 さんには改めて述べる必要 もないでし ょ う 。 訪問調査 、 アセス メ ン ト 、 ケアプラ ン作

成 、 ス ケジ ュール調整 、 サービス担当者会議の開催 、 モニ タ リ ン グ 、支援記録記入 、 苦情

対策 、給付管理 、 その他付随する諸々の仕事 と 、 その範囲は多岐に渡 り ます 。  

介護支援専門員は 、 これらの業務量を限られた時間の中でこな さ なければな り ません 。

少し前までは介護支援専門員一人当た り 50人 もの利用者を担当し ていた こ と も珍し く はあ

り ませんでし た 。  

今年度よ り 介護保険制度が大き く 改正 された こ と はご存じの通 り です 。 介護支援専門員

一人当た り の担当利用者数や報酬の見直しが行われる と同時に 、 求められる実務がよ り 複

雑に 、 煩雑になって き ま し た 。 その中で も 「 書類や記録の保存 ・ 整備 」 は介護支援専門員

の仕事内容の全てについて回る ものですから 、 ど う し て もルーチン ワーク にな り がちで

す 。 このあた り が特に煩雑に感じ られて敬遠 される理由ではないでし ょ う か 。  

「 書類仕事に追われて し まっては 、 訪問やアセス メ ン ト などに思った よ う に時間を取る

こ と ができない 」 と い う 声を よ く 聞き ます 。 確かに仕事の一部であ る書類仕事に追われる

余 り 、 本来のマネジ メ ン ト に手がつかないよ う では本末転倒ですが 、 それでも よ り 良いケ

アマネジ メ ン ト のためには 、 書類 ・ 記録の整備は欠かす こ と ができ ない重要な作業であ る

こ と も事実です 。 

最近は居宅介護支援事業所の実地指導の場で もかな り厳し く 指導がな され 、特に書類の

不備については厳し く 問われてい るそ う です 。 その こ と は 、 と り も なお さず記録の必要性

が重視 されている証拠と いえ るでし ょ う 。  

 

「 情報の公表 」 における 「 記録 」 の重要性 

 この よ う な背景を受けて 、 「 介護サービス情報の公表 」 制度は 、今年度から 実施 されま

し た 。  

日本全国統一の調査項目について 、 各サービ ス事業所で調査員二名によ る訪問調査が行

われています 。 その調査項目は記録 ・ マニ ュ アルなどの書類に関わる ものが主であ り 、 こ

の こ と から も書類 ・ 記録重視の傾向が う かがえます 。  

訪問調査の調査項目の中には 、普段の業務の中で 「 暗黙の了解 」 「 当然のルール 」 と し

て認識 されている もの も あ るでし ょ う 。 例えば 、居宅介護支援事業所が同一グループ内の

通所介護や訪問介護へ連絡事項を伝える と き 、改めて文書でのや り 取 り ではな く 、合同会

議の中において口頭で済ませて し ま う こ と はよ く あ るか も しれません 。  

しか し 、 そ う いった事柄を記録 と して残し ていない場合 、実際にはし っか り と 連絡が取

れていた と し て も 、 実務上 「 確認できなかった 」 と い う 判断がな されます 。 これは 、 「 事
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実を確認する 」 と い う 観点からは一見不合理な よ う に も思われるか も しれませんが 、 リ ス

クヘ ッ ジの観点から見る と 、 ポイ ン ト を押 さ えた非常に合理的な考え方です 。  

 起 こ ら ないに越し た こ と はあ り ませんが 、 も し万が一介護事故が起き た場合 、 関係事業

所の情報把握 、連絡伝達な どの状況は 、残 されている記録から判断 されます 。 その書類に

不備があった り 、 記録自体がなかった り し た場合 、 その責任の所在は明ら かにできずに大

き な問題にな るか 、 最悪の場合 、 事業所側が全責任を追及 される こ と に も な り えます 。  

 例えば 、利用者が誤嚥に よ る事故で亡 く なった場合であれば 、 利用者 ・ 家族の食事に関

する アセス メ ン ト 、 主治医の判断 、 サービス計画書 、 事業所間の連絡記録 、嗜好調査 、 満

足度調査 、職員の食事介助研修実施記録 、 介助や緊急時対応に関するマニ ュ アルなど 、

様々な書類が引っ張 り 出 されます 。 それらに仮に手落ちがあれば 、本来負 う べき でない責

任まで事業所が負わ される可能性 も あ るのです 。  

 ですから 、 「 書類 ・ 記録の保存 ・ 整備 」 は利用者 ・ 家族のためだけではな く 、 事業所 ・

従業者を守る こ と に もつながるのです 。  

 

「 情報の公表 」 における留意点 と 準備 

では 、 実際にどの よ う に書類を整備し てゆけばよいのでし ょ う か 。  

訪問調査では 、以下のよ う な原則の も と で確認作業が行われます 。 

・ この訪問調査で重要なのは 、調査項目に対する確認のための材料 、すなわち書類 ・ 記録

及びその中にあ る記載の 「 あ り 」 「 な し 」 であ る と い う こ と です 。 その中身の良し悪しや

量の多少 、使い勝手によ る判断を問 う ものではあ り ません 。  

・ 過去の実績 、すなわち経過記録や研修実施な どの記録類は 、報告 された情報の作成日の

前 1 年以内の ものが対象 と な り ます 。  

・ 項目の中で 、 「 A 、 B 又は C 」 と ある場合は A 、 B 、 C の う ちいずれか一つ 、 「 A 、 B

及び C 」 と あ る場合は A 、 B 、 C の全てが確認でき る こ と を指し ます 。  

しか し 、 最終的な各項目の判断基準は 、 原則 と し て都道府県毎の取 り 扱いに従って行わ

れます 。つま り 、 都道府県によ っては判断基準に若干の差異があ る可能性があ る と い う こ

と です 。都道府県を またいで比較検討する場合には注意が必要でし ょ う 。  

以下に 、居宅介護支援事業所の調査項目の中でも判断に注意が必要な ものに限定し て 、

調査票の順にその対応ポイ ン ト を具体的に述べていき ます 。  

 

● 『 アセス メ ン ト （ 解決すべき課題の把握 ） シー ト に 、 利用者の居宅において 、 利用者

及びその家族 と面談し た記録があ る 』 【 大項目Ⅰ - 中項目 １ - 小項目 (2) ② 】  

[ 準備 と対策 ]  

アセス メ ン ト においては 、 利用者の希望や居住環境等その詳細な情報の収集のために 、

利用者の居宅を訪問し利用者及びその家族に面接し ている と思います 。  

アセス メ ン ト に使用している書類 （ 事業所によ り 名称が異なる こ と も あ る 。 「 アセス メ

ン ト シー ト 」 「 フ ェ イ スシー ト 」 など ） を改めて よ く 見て く だ さい 。 そ こに 「 面接し た相

手が利用者及び家族である 」 「 面接した場所が利用者の居宅であ る 」 こ と が明ら か と な る

記述はあるでし ょ う か 。 当然の こ と と し てあえて記載していない こ と があ るか も しれませ

んが 、 調査員は事業所から 提示 された資料に上記の 「 面接場所 」 「 面接相手 」 の記載があ
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る こ と を確認する こ と になっています 。 確認が出来ない場合は 、 この項目は 「 な し 」 と い

う 判断にな る可能性があ り ます 。  

これは 、 『 月 1 回の訪問 』 の記録について も同じ こ と が言えます 。支援経過などの書類

を見て 、 介護支援専門員がモニ タ リ ングのために 1 ヶ 月に 1 回以上 「 利用者宅を訪問 」 し

て 「 本人 と面接 」 し ている こ と を確認し ます 。調査対象期間は直近の 6 ヶ月の期間です 。 

 

● 『 居宅サービス計画書についての交付記録 、送付案内の控え 、 郵送記録等サービ ス担

当者に交付した こ と が確認でき る文書があ る 』 【 大項目Ⅰ - 中項目 １ - 小項目 (3)

④ 】  

[ 準備 と対策 ]  

 介護支援専門員が居宅サービス計画書を作成した際には 、当該居宅サービス計画書をサ

ービス事業所の担当者に交付するのは当然の こ と です 。 しかし 、 この こ と も記録 と し て残

し ておかなければ 、 介護支援専門員が この当然の業務を完遂した と言 う こ と を客観的に証

明する手だてはあ り ません 。  

居宅サービ ス計画の内容を正確に 、 漏れの無いよ う に伝えた こ と を記録 と し て残すこ と

によ って 、 他のサービス事業者 と の連携や情報伝達での リ ス ク を管理する こ と ができ ま

す 。 また 、 担当の介護支援専門員が交代する場合に も 、非常にス ムーズに引き継ぎをする

こ と が出来ます 。 ですから 、 口頭やFAX等でのや り 取 り の場合でも 、交付記録や送付状の

よ う な ものはな るべ く 残し てお く よ う に した方がよいでし ょ う 。  

この こ と は利用者や家族 、 介護保険施設 、 介護予防支援事業者 、 主治医等 と の連絡や事

業所内での情報伝達でも同様です 。  

 

● 『 従業者に対する認知症及び認知症ケアに関する研修の実施記録があ る 』 【 大項目Ⅰ

- 中項目 ２ - 小項目 (1) ① 】  

[ 準備 と対策 ]  

こ こ でい う 「 研修 」 は 、 事業者独自で実施する内部研修 、 ス タ ッ フを派遣する外部研修

の別は問いません 。 また 、 一度の研修で複数のテーマについて研修した記録があ る場合 、

該当する項目が含まれていれば研修実施記録 と して認められます 。 ただし 、 こ こ で確認 さ

れるのはあ く まで 「 研修の実施記録 」 ですので 、研修が実施 されてから作成 される書類で

す 。研修の計画書や資料な ど実施以前に作成された ものは 、 原則 と して実施記録 とは言え

ません 。 そ こに明ら かに研修に参加した こ と が確認でき る記載があった場合な どの判断

は 、都道府県毎に分かれる と ころか も しれません 。  

いずれの場合 も調査員は 「 題目 」 「 実施日時 」 「 参加者 」 「 内容の概要 」 を提示 された

書類の中から確認し ます 。 また 、 他のテーマに関する研修や会議録でも 、 原則 と して同様

の記載を確認する こ と になっています 。  

 

● 『 認知症の利用者への対応及び認知症ケアに関するマニ ュ アル等があ る 』 【 大項目Ⅰ

- 中項目 ２ - 小項目 (1) ② 】  

[ 準備 と対策 ]  

 他の項目に も あ る 「 マニ ュ アル 」 は 、事業所が自ら 作成し た もののほか 、 市販のマニ ュ
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アル 、 テキス ト 等を活用の別を問いません 。 つま り 、 どんな形であれ 、 マニ ュ アル と し て

使用 されていればいいのです 。 ただし 、 本来マニ ュ アル と し ての使用が想定 されていない

資料 、例えば重要事項説明書や会議録の記述をマニ ュ アル と して提示 された場合は 、 都道

府県に も よ り ますが 、 マニ ュ アル と しては不適切 と い う 判断がな されるか も しれません 。 

これらは他のテーマのマニ ュ アルについて も同様です 。  

また 、 マニ ュ アルは現場の実情や変化に応じ て定期的に見直し される こ と が望ま しい と

されています 。 マニ ュ アルの中に 「 改定 された日付 」 「 改定 された内容 」 が記載 されてい

るか 、 あ るいは会議録の中でマニ ュ アルの見直しについて検討 された旨が記載 されている

と 良いでし ょ う 。 その際 、 必ずし もマニ ュ アルが変更 されている必要はな く 、 見直しが検

討 された こ と が確認できれば結構です 。  

 

「 情報の公表 」 の上手な活用の仕方 

 「 介護サービス情報の公表 」 制度は 、社団法人シルバーサービス振興会が 「 情報開示の

標準化 」 の必要性を唱え 、 それを制度化した ものです 。当初から 「 利用者の適切な選択の

判断に資する 」 と い う 目的のために推進 されて き ま し た 。  

それまで利用者や家族がサービ ス事業者の情報を仕入れる方法 と しては 、 「 市町村など

のサービス事業者情報 」 「 パン フ レ ッ ト やホームページ 」 「 噂やクチコ ミ 」 な どがあ り ま

し た 。 しか し 、 これらの情報は利用者が数あ る事業者の中から自分にあった事業所を選ぶ

にあたって十分な 、 客観性のあ る情報を提供ができていた と はいえない状況下にあ り ま し

た 。  

 そ こ で 、 日本全国共通の調査項目について客観的に調査を行 う この制度は 、 利用者が事

業所を選ぶにあたって重要なツールの一つにな り 得ます 。  

 しか し 、 利用者が イ ン ターネ ッ ト 上で公表 される これら の情報を何処まで活用でき るか

はまだ不透明でし ょ う 。 イ ン ターネ ッ ト 環境が整備されて き た と はいえ 、 利用者の多 く は

コ ン ピュータ自体を苦手 と している場合が多 く 、 そ う いった方々に対し てど こ まで情報開

示が 「 標準化 」 されるのかについては 、今後の大きな課題だ と考えられます 。  

そ こ で重要なのが 、 やは り ケアマネジ ャーの存在です 。  

ケアマネジ ャーは 、 マネジ メ ン ト の一環 と し て利用者に適したサービ スを取捨選択 して

勧めなければな り ません 。 つま り 、 ケアマネジ ャーは この制度によ って 、 利用者から 選ば

れる立場にあ る と同時に 、 利用者のためにサービス事業者を選ぶ立場に も あ るのです 。 特

定のサービス事業者に偏ったマネジ メ ン ト は減算の対象 と なった こ と も あって 、 サービス

の選択には今後更に広い選択肢の中から その情報を抽出し 、吟味し てゆかなければな り ま

せん 。  

その と きに 、 この 「 介護サービ ス情報の公表 」 は有益なツールの一つ と して活用でき る

でし ょ う 。 「 利用者の適切な選択の判断に資する 」 と い う こ と は 、即ち 「 ケアマネジ ャー

の適切な選択の判断に資する 」 と い う こ と に他な ら ないのです 。  

居宅介護支援事業所の皆様には 、 情報を公表される事業所 と し ての体制だけでな く 、 他

のサービス事業所の公表 された情報を活用する体制も整えていただきたい と思います 。  

 

以上 


